
仕 様 書 

 

１.業  務 生活保護レセプト管理システム使用料 

 

２.履行場所 大野城市役所 

 

３.履行期間・業務期間及び提供時間帯 

（１）履 行 期 間 契約日の翌日から令和９年３月 31 日まで 

（２）業 務 期 間 令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

（３）提供時間帯 平日の８時 30 分から 20 時までとする。休日は、土曜日、 

日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178 

号）に定める休日並びに 12 月 29 日から翌年１月３日まで 

とする。 

  ※本業務の実施期間中、システムのメンテナンス等の都合により、業務時

間中を含む受託者の指定する時間に、本業務を一時的に停止することが

ある場合は、あらかじめその旨を発注者に対し周知するものとする。な

お、緊急時などやむを得ない場合に限り事後報告を可能とする。 

 

４.業務内容 

（１）基本業務 

① 処理スケジュールの提示 

発注者に対し、ＬＧＷＡＮ上の本業務ポータルサイト（以下「ポータ

ルサイト」という。）にて基本業務に関する処理実施の詳細スケジュー

ルを毎月以下の日付を目途に提示することとする。ただし、社会保険

診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）の都合により、変更す

る可能性がある。 

（イ）支払基金からのレセプトデータの受領及び発注者の設備へのデ 

ータ取込み(毎月 10 日頃) 

（ロ）厚生労働省提供の医薬品マスタの最新化(毎月 10 日頃) 

（ハ）再審査請求データの支払基金への転送(毎月 25 日頃) 

（二）支払基金からの再審査請求受付情報の受領(毎月 25 日頃)  



（ホ）支払基金からの再審査結果情報の受領(毎月 10 日頃) 

② レセプトデータ受領処理 

受託者は、（１）のスケジュールに従い、支払基金から送信されるレセ 

プトデータを発注者の設備へ取り込む。 

③ 資格点検 

受託者は、（１）のスケジュールに従い、発注者の設備へ取り込まれた 

レセプトデータについて、 アップロードした発注者所有の被保護者情 

報及び医療券・調剤券情報と照合し、被保護者の資格を有する者のレ 

セプトデータか否かの点検（以下「資格点検」という。）を実施する。 

資格点検の結果、 レセプトの内容が誤りである可能性が高く、再審査 

の必要性があると判断されたレセプトデータがある場合には、 その旨 

のコメントを付すものとする。 

④ Ｗｅｂシステム機能の提供 

受託者は、発注者に対し以下に定める機能を提供するものとする。 

（イ）閲覧機能 

レセプトデータ、再審査請求受付情報、再審査結果情報の受領受付 

状況や受託者が発注者の設備にアップロードした被保護者情報及び 

医療券・ 調剤券情報を閲覧する機能。 

（ロ）資格点検結果検索機能 

資格点検結果を全件閲覧するほか、指定条件（縦覧・横覧・突合） 

により検索・抽出して閲覧する機能。 

（ハ）分析機能 

医療費の傾向等に関するリスト等を表示・出力する機能。 

（二）データ出力機能 

レセプトデータの内容をＣＳＶファイルに出力する機能。 

（ホ）メンテナンス機能  

ユーザー設定、環境設定を行う機能。 

（へ）再審査請求データ作成機能 

疑義レセプトデータについて再審査請求データを作成する機能。 

⑤ 再審査請求処理  

受託者は、（１）のスケジュールに従い、設備上で作成した再審査請求

データを支払基金へ送信するものとする。 



⑥ 再審査請求受付情報の受領  

受託者は、（１）のスケジュールに従い、支払基金から送信される再審

査請求受付情報を発注者の設備へ取り込むものとする。 

⑦ 再審査結果情報の受領  

受託者は、（１）のスケジュールに従い、支払基金から送信される再審 

査結果情報を、発注者の設備へ取り込むものとする。 

⑧ データ保管  

（イ）受託者は、支払基金から受領したレセプトデータ（再審査請求に 

応じて再作成したレセプトデータを含む）、疑義レセプトデータ、 

及び受託者が作成した発注者の設備上の再審査請求に必要な情報 

を保管するものとする。 

（ロ）レセプトの保管期間は、請求月度単位で 60 か月分まで（以下「基 

本保管期間」という。）とする。ただし、１年間分（レセプトの請 

求月度 12 か月間分）として保管できる件数は３万件まで（以下「年 

間保管上限数」 という。）とする。 

（ハ）レセプトデータの保管件数が年間保管上限数を超えた場合、又は 

保管期間が基本保管期間を超えた場合、受託者は最も古い請求月 

度のレセプトデータから順次削除できるものとする。 

⑨ 医薬品マスタの更新  

受託者は、（１）のスケジュールに従い、厚生労働省が提供する医薬マ 

スタの最新化処理を実施するものとする。 

⑩ ヘルプデスク 

受託者は、本業務の実施期間中、発注者からの本業務に関する仕様又 

は操作方法に関する質問、本システムが正常に動作しない場合におけ 

る原因調査、回避措置に関する質問又は相談を、発注者のサービス管 

理者を窓口として、ヘルプデスクの電話又はＥ－ｍａｉｌで受け付け 

るものとする。なお、問合せの受付時間帯は、休日を除く平日の、９ 

時から 17 時までとする。 

 

（２）ＩＤ追加業務 

受託者は、発注者が申し込んだ追加ＩＤについても、基本業務を行うも 

のとする。但し、（１）の⑧の基本保管上限数、年間保管期間について 



は共通とする。 

 

（３）レセプト保管容量追加業務 

    受注者は、⑧の（ロ）にある年間保管上限数に加え、さらに３万件分 

のレセプトデータ（再審査請求に応じて再作成したレセプトデータを 

含む）、疑義レセプトデータ、および発注者が作成した受注者の設備上 

の再審査請求に必要な情報を保管すること。 

 

（４）ジェネリック切替促進資料出力機能提供業務 

      受託者は、ジェネリック医薬品の利用促進業務に活用可能な差額情報

等のデータについて、Ｅｘｃｅｌ形式で出力する機能の提供を行うも

のとする。 

 

５.報告書 

    受託者は、毎月 10 日（その日が休日の場合は翌業務日）までに、前月分の 

業務報告を行うものとする。ただし、３月分の報告については、３月 31 日 

までに提出するものとする。 

 

６.個人情報保護 

     本業務は、市民の重要な個人情報を取り扱うため、個人情報の保護に関する 

法律（平成 15 年法律第 57 号）、大野城市個人情報の保護に関する法律施行 

条例（令和５年条例第１号）及び大野城市情報セキュリティに関する規程（平 

成 16 年規程第 13 号）に定めるもののほか、次の各号及び別記個人情報及 

び特定個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。 

（１）受託者は、情報セキュリティマネジメントシステム又はプライバシ 

ーマークを取得しており、個人情報について適切な保護措置を講ず 

る体制を整備しなければならない。 

（２）受託者及び業務従事者の責に帰すべき事由により、個人情報に係る 

損害を与えた場合は、受託者がその賠償をしなければならない。 

 

７.支払条件 

（１）受託者は、業務完了後発注者の行う検査に合格したときは、契約金額の



支払いを請求することができる。 

（２）発注者は、適正な請求書を受けた日から 30 日以内に契約金額を支払う

ものとする。 

 

８.契約項目 

契約項目は、以下のとおりとする。 

・基本業務 

・ＩＤ追加業務 

・レセプト保管容量追加業務（30,001 件～60,000 件以下） 

・ジェネリック切替促進資料出力機能提供業務（年間レセプト数 30,000 件以下） 

・ジェネリック切替促進資料出力機能提供業務（年間レセプト数 30,001 件以上） 

 

９.その他 

（１）受託者の故意又は過失によって、発注者又は第三者に損害等を与えた場 

合は、受託者の責任においてその損害等を賠償しなければならない。 

（２）本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受託者 

が協議を行い、その解決を図るものとする。 

（３）業務遂行により発生する諸費用については、受託者の費用負担とする。 



【参考】年度毎のレセプト枚数

年　度 レセプト枚数（枚）

令和元年度 29,744

令和２年度 27,539

令和３年度 28,664

令和４年度 28,928

令和５年度 29,227

令和６年度 30,194

令和７年度
約25,000

（R7.2月～R7.11月まで）

※年度：当該年の２月～翌年１月までを１年度として計算
　　　（例：令和６年度…令和６年２月～令和７年１月まで）

※レセプト（診療報酬明細書）
　…１人に対し、医療機関・保険者ごとに１か月１枚を作成



         

 
 

 
 

 

 
 

 
   

  
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



         

 
 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
  

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 



         

 
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

  
 


